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次    第 

 

 

１ 開会 

 

２ 高病原性鳥インフルエンザの発生について 

 

３ 本部長指示事項等 

 

４ 閉会 
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青森県高病原性鳥インフルエンザの発生に係る危機対策本部会議  

【本部長指示事項】  

 

 

 ただ今、農林水産部長から説明がありましたとおり、本県では 

３年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザが発生しました。  

本病は、初動対応が重要となりますので、以下の４点について、

的確に対応するよう指示します。  

 

１ 防疫対応に当たっては、疲労や気温差による体調への影響が懸念 

されることから、作業員の健康管理を徹底するとともに、後発地震 

注意情報や暴風警報が発表されている中での作業となるため、安全 

確保に留意すること。  

 

２ 関係部局が緊密に連携し、全庁挙げた対応により防疫措置を 

着実に進め、ウイルスを封じ込めること。  

 

３ 現場の状況をしっかりと把握して、県民に正確な情報を迅速に 

伝えること。  

 

４ 家きんの飼養者に対して、発生防止に向けた飼養衛生管理の徹底 

を改めて指導すること。  

 

 以上、対応に万全を期してください。  



 

青森県高病原性鳥インフルエンザの発生に係る危機対策本部会議  

【知事メッセージ】  

 

 

 本県では、３年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザが東北町内の

農場で発生しました。  

 今後、国と連携して原因究明に努めるとともに、徹底した防疫措置

を迅速に進め、感染拡大防止に万全を尽くしていきます。  

 発生農場では、卵を生産していますが、感染のおそれのある卵は

市場に流通していません。また、我が国では、これまで家きんの肉

及び卵を食べたことにより、鳥インフルエンザに感染した事例は報告

されていませんので、県民の皆様には、これまでどおり、県産の卵の

御愛用をお願いします。  

 なお、家きんの飼養者の皆様におかれましては、引き続き、飼養 

衛生管理を徹底して、発生防止対策に万全を期すとともに、特に、  

早期発見・早期通報を徹底していただきたいと思います。  


